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近畿日本鉄道株式会社による鉄軌道旅客運賃の改定申請に関し、 

公聴会の開催を要請します 
 

 

 

近畿日本鉄道株式会社は、４月１５日、厳しい事業環境に陥っていることを理由とし

て、鉄軌道旅客運賃の改定（値上げ）を国土交通大臣に対し申請しました。 

県内の鉄道路線は、県民や本県を訪れる観光客等にとって不可欠な移動手段である他、

鉄道駅は、地域のまちづくりにとって欠かせないものであり、地域との共存共栄が図ら

れるべきものと考えております。 

このため、本県では、鉄道駅のバリアフリー化や、鉄道駅を中心としたまちづくりの

推進を図る観点から、これまで同社に対し支援を行うとともに、様々なプロジェクトの

提案を行うなどしてきたところです。 

このような中、今般、県民を含む多くの利用者に対しさらに多大な負担を求めること

となる運賃改定（値上げ）が申請されたことを踏まえ、県としては、国土交通大臣が認

可を行うべきかどうかを判断するに当たり、公聴会を開催いただき、その場で意見を述

べることとすべく、本日付で、その旨を国土交通省に対し要請しますので、発表します。 

 

 

【問い合わせ先】 
 県土マネジメント部 
リニア推進・地域交通対策課 
担当：小池、津田 
ダイヤルイン：0742-27-8102 
内線：4163、4164 


